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第１章　総　則

（目　的）
第１条　この規定は、稟議決裁の基準及び手続を定め、業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
（定　義）
第２条　この規定で稟議とは、稟議規程に定める事項について、一定の手続きにより決裁を受けることをいう。
（原　則）
第３条　稟議は、事前に手続きを取らなければならない。緊急やむを得ない理由により、決裁者の口頭による承認を得て実施する場合は、その後速やかに稟議手続きを取らなければならない。


第２章　稟議の区分

（区　分）
第４条　この規定に定める稟議の区分は、次の通りとする。
１．一般稟議（稟議書、工場長決裁稟議書）
２．購買稟議
３．人事稟議


第３章　稟議事項と稟議決裁者

（稟議事項）
第５条　稟議を要する事項及びその決裁者は、別表に定める。


第４章　稟議手続

（稟議書）
第６条①　一般稟議
１．一般稟議の様式は、稟議書（様式－１）及び工場長決裁稟議書（様式－２）による。
２．稟議書及び工場長決裁稟議書はそれぞれ１部とする。
３．稟議書に記載する事項は、次の通りとする。
（1）起案年月日
（2）稟議書番号
（3）稟議件名
（4）起案部門及び起案者名
（5）稟議の要旨
（6）稟議の内容（理由、相手先、金額、時期等）
（7）稟議書類がある時はその名称
（8）稟議決裁上の参考要件等
４．時価１，０００千円未満の不良資産等の処理は、部署長決裁（様式－５）による。
②購買稟議
１．購買稟議の様式は、（様式－３）による。
２．稟議書は、１部とする。
３．第１項の３に準ずる。
③人事稟議
１．人事稟議の様式は、（様式－４）による。
２．稟議書は、１部とする。

（起案者）
第７条①　起案者は、部長及びこれと同等の役職以上にある者とする。
②　他の部門に関する事項については、共同して起案することができる。

（稟議起案の検討）
第８条①　起案者は、案件の内容につき十分な調査研究を行い、部門意思をまとめる。
　　　②　起案者は、次の点を確認の上、稟議を起案する。
１．担当役員等から示された部門遂行上の指標との関係
２．妥当性、有利性、必要度、緊急度
３．他部門に対する影響

（協議先）
第９条①　稟議内容が他部門の業務に関連する又は影響を及ぼす場合、起案者は当該部門長と事前に協議するものとする。
②　協議先は、次のとおり意見を述べるとともに協力を行う。
１．職能的見地からの判断に基づく要望又は意見の陳情。
２．参考資料の補足又は提供。
３．決裁後における実施協力。
③　協議先は、形式・内容について意義があるとき、又は条件を付けるときは、起案者と調整する。調整が整わない場合、それぞれの上級職位間の調整によるものとする。

（稟議書の受付・調整・回付）
第１０条　起案者は、下記の回付ルートを経由して決裁を受けるものとする。
起案者 → 協議先 → 受付部門 → 決裁者 → 保管部門

（事前説明）
第１１条　起案者は、稟議案件のうち事業政策に大きく係ると判断した案件につき、取締役会等において事前説明を行う。


第５章　決　裁

（決　裁）
第１２条　稟議決裁は次のとおりとする。
１．承認
２．条件付承認
３．否決

（決裁及び実施結果報告）
第１３条①　承認を得た決裁事項の実施に当たっては、起案者は決裁者の指示に従う。
②　決裁事項のうち、指定するものについては、別に定める方法によりその結果報告を行う。

（再稟議）
第１４条①　稟議決裁により条件付承認を受けた事項は、その実施に当たっては条件が合致した時点で再稟議を行わなければならない。
②　稟議決裁により承認を受けた後、事情又は情勢の変化により、その実施内容を修正する場合又は中止する場合は改めて再稟議を行わなければならない。
③　再稟議は、稟議書にその旨を明記する。
④　再稟議は、当初の起案者が行う。


第６章　雑　則

（規定の管理）
第１５条　この規定の管理は、品質管理室長が行う。


付　則
①　この規定は、１９９６年２月１日より施行する。
②　１９９７年　６月　６日　東ソー稟議規程変更に伴う改訂（子会社稟議手続き改訂）
③　２００５年　９月　１日　規定の管理者変更に伴う改訂
④　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しに伴う一部改訂
⑤　２０１７年　３月１３日　人事稟議等一部見直しに伴う改訂
⑥　２０２３年　７月１２日　役員変更に伴い様式-1稟議書の承認印欄を修正
⑦　２０２４年１０月　１日　稟議事項の決裁者変更に伴う改訂
⑧　２０２５年１２月１５日　一般稟議、設備投資・計画外特別工事における稟議条件の見直し
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